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民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成１１年法律第117号）

第６条の規定により、埼玉県本庁舎ESCO（Energy Service Company）事業を特定事業として選定

しましたので、同法第８条の規定により、特定事業選定の客観的な評価の結果を公表します。

平成２１年４月２８日

埼玉県知事 上田 清司

特定事業「埼玉県本庁舎ESCO事業」の選定について

１ 事業概要

埼玉県本庁舎において、県が要求する施設の省エネルギー化及び省力化を効率的かつ効果的に

推進させ、地球温暖化対策への貢献及び維持管理費の削減を図るものです。

（１）事業場所

埼玉県本庁舎

埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1

（２）事業内容

ESCO事業者（以下「事業者」という。）は、埼玉県本庁舎の光熱水費等の削減を図るため、

省エネルギー改修及び省力化等に関する優れたノウハウを導入し、事業者自らの資金で設計

及び施工をした省エネルギー改修設備等（以下「設備」という。）の運転管理及び維持管理

を行うものとし、事業終了後は当該設備を県に無償譲渡するものとします。

ア 事業の要旨

(ｱ) 事業者は、県と事業者が結ぶ契約（以下「契約」という。）に基づき、契約期間内、

設備の設計、施工、施工監理、運転管理、維持管理、光熱水費削減額の保証、及び省エ

ネルギー量効果を把握するための計測検証等を含むサービス（以下「サービス」という。）

を県に提供するものとします。

(ｲ) 事業者は、契約期間内、県が要求するサービス水準を確保するため、設備の運転管理

及び維持管理を自らの責任で行うものとします。

(ｳ) 事業者は、適切な計測・検証手法を導入し、県の利益及び省エネルギー効果を保証す

るものとします。

(ｴ) 事業者は、設備及び県の既存設備等に関する運転管理方針を示し、事業者及び県は、

善良なる管理者の注意義務をもって、その運転管理方針に従い各々の運転管理を行うも

のとします。

イ 事業者の収入

県は、事業者が実施する設備の設計・施工・施工監理及び運転・維持管理等に要する対
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価を、施設の光熱水費削減額及び現在の運転管理・維持管理費等の中からサービス料とし

て、事業期間内において毎年度均等額を事業者に支払います。

（３）事業期間

事業期間は、最大５年とします。

（４）事業方式

本事業の方式は、BOT（Build Operate Transfer）方式とします。

２ 県が直接実施する場合とＰＦＩ事業として実施する場合の評価

本事業を県が直接実施する場合と、ＰＦＩ事業として実施する場合を比較することによって、

特定事業選定における客観的評価を行いました。

（１）コスト算出による定量的評価

ア 算出に当たっての前提条件

本事業を県が直接実施する場合及びＰＦＩ事業として実施する場合の財政負担額の算定

に当たり、設定した主な前提条件は次の表のとおりです。

なお、これらの前提条件は、県が独自に設定したものであり、実際の事業者の提案内容

を制約するものではありません。

県の財政負担額算定の前提条件

県が直接実施する場合 ＰＦＩ事業として実施する場合

財政負担額 ア 設計費 ESCOサービス料

の主な内訳 イ 改修工事費 （設計費、改修工事費、維持管理費

エ 維持管理費・運転管理費 運転管理費、計測・検証費等）

共通の条件 ア 物価上昇率 0％

イ 現在価値への割引率 3.0％

エ サービス提供期間 最大5年間

設計・改修 県の仕様及び積算基準に基づき 性能発注及び一括発注による効率化

工事に関す 積算し設定 や創意工夫等によるコスト縮減を想

る費用 定して設定

維持管理・ 従来通りの運転管理形態とし、 創意工夫等による省力化に伴うコス

運転管理に 光熱水費削減効果も確保できるも ト縮減を想定し、光熱水費削減効果

関する費用 のとして設定 も確保できるものとして設定

資金調達に 一般財源 民間金融機関からの借入

関する事項

イ 定量的評価の結果

上記前提条件を基に、県が直接実施する場合の財政負担額と、ＰＦＩ事業として実施す

る場合の財政負担額を算出し、現在価値換算額で比較しました。

この結果、ＰＦＩ事業として実施する場合は、県が直接実施する場合に比べて、現在価
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値に換算して、財政負担を６．３％削減することが出来ると見込まれます。

（２）ＰＦＩ事業として実施することの定性的評価

本事業をＰＦＩ事業として実施する場合、次の定性的効果が期待できます。

ア 設計、改修工事、運転、維持管理、エネルギー削減量の計測・検証を一括して事業者に

任せるため、事業者の持つ専門的なノウハウや創意工夫の発揮によって、効率的かつ効果

的にレベルの高い省エネルギー化及び省力化が可能になります。

イ 県と事業者とが適正なリスク分担を行うことにより、リスクに対する対応能力を高め、

事業を円滑に遂行することが期待できます。

ウ 設計、改修工事及び維持管理費等に要する対価を、ESCOサービス料として支払うことで、

財政支出の平準化を図ることができます。

（３）総合的評価

本事業をＰＦＩ事業として実施する場合の定量的評価及び定性的評価により、効率的かつ

効果的な実施が期待できると認められることから、本事業を、民間資金等の活用による公共

施設等の整備等の促進に関する法律（平成11年法律第117号）第６条に基づく特定事業とし

て選定します。

担 当 埼玉県総務部管財課設備担当（村田、井本）

住 所 〒330-9301

埼玉県さいたま市浦和区高砂３－１５－１

電 話 ０４８－８３０－２５９８（設備担当直通）

ＦＡＸ ０４８－８３０－４７４３


